
第２４回大田原市農業委員会総会議事録

　　　　　　　　　　　　　

日

　

時

　

令 和４年６月２１日 （火） 午後２時４８分

　　　　　　　　　　　　　

場

　

所

　

大 田原 市役 所

　

３ 階３０１・３０２会 議 室

次第
１

　

開

　　

会

２

　

あ い さつ

３

　

議事録署名人の選任について

４

　

議

　　　

題

　

（１） 報告第１号

　　

農地法第５条の規定による許可について

　

（２） 議案第１号

　　

農用地利用集積計画について

　

（３） 議案第２号

　　

農地法第３条の規定による許可申請について

　

（４） 議案第３号

　　

農地法第４条の規定による許可申請について

　

（５） 議案第４号

　　

農地法第５条許可後の事業計画変更申請について

　

（６） 議案第５号

　　

農地法第５条の規定による許可申請について

　

（７） 議案第６号

　　

非農地証明願について

　

（８） 議案第７号

　　

農用地利用配分計画について

５

　

出席委員 （１６名）（法律第２７条第３項規定）

　　

１番

　

津久井

　

勝之

　　　

２番 笹沼

　

保治

　　　　

３番

　

秋本

　

則夫

　　

４番

　

瀧田

　

歌子

　　　　

６番 唐橋

　

洋子

　　　　

７番

　

助川

　

悦夫

　　

８番

　

阿 見

　　

芳

　　　　

９ 番

　

高 瀬 ・ 隆至

　　　　

１０番

　

郡 司

　

裕 一

　

１１番

　

屋 代 幸 子

　　　　

１２番

　

森

　　

隆道

　　　　

１３番

　

荒 井

　

一 夫

　

１４番

　

越 沼

　　

良

　　　　

１５番 鈴 木

　

賢一

　　　　

１６番

　

相 馬

　

和 恵

　

１７番 木村

　

光一

６ 欠席委員

　　

５番

　

佐藤

　　

孝

７

　

本会に出席した職員

　

（１） 農業委員会事務局長

　　　

藤

　

田

　

友

　

弘

　

（２） 事務局長補佐

　　　　　　

伊

　

藤

　

甲

　

文

　

（３） 農地調整係長

　　　　　　

金

　

山

　

和

　

弘

　

（４） 農地調整係副主幹

　　　　

松

　

本

　

武

　

久

　

（５） 農地調整係主査

　　　　　

菊

　

池

　

康

　

弘

　

（６） 農政課農政係主査

　　　　

菊

　

池

　

琴

　

乃

８ 傍聴人

　

なし

開会の宣言

午後２時４８分

　　

開

　

会

大田原市農業委員会憲章唱和 （省略）



事務局
議

　

長

議

　

長

事務局

議

　

長

事務局

議

　

長

議

　

長

事務局

議

　

長

議

　

長

議

　

長

（藤田

　

友弘）

　

それでは会長のごあいさつをお願いします。
（荒井

　

一夫）

　

＜あいさつ＞

　

本日の出席委員は１６名であり、 定足数を満たしております。 ただいま

から第２４回農業委員会総会を開催いたします。

　

議事に入る前に議事録署名人の選任について、 議長において指名してよ
ろしいでしょうか。 お諮りいた します。
＜異議なしの声あり＞

（荒井

　

一夫）

　

異議なしの声ですので、 議事録署名人には、 １４番越沼委

員、 １５番鈴木委員を指名します。 会議の書記につきましては、 事務局の

伊藤補佐にお願いいたします。

　

今回、 事前に配付しております議案資料に訂正等がありますので、 事務

局から説明をお願いします。
（菊池

　

琴乃）

　

＜追加議案資料の説明＞

（荒井

　

一夫）

　

それでは議事に入ります。

　

報告第１号 「農地法第５条の規定による許可について」 を上程します。
事務局から説明を願います。

（金山

　

和弘）

　

＜総会資料説明

　

４ページ＞

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明が終わりましたので、 質疑に移ります。 質疑

はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 報告第１号を終わります。

　

次に議案第１号 「農用地利用集積計画について」 及び議案第７号 「農用
地利用配分計画について」を一括上程します。事務局から説明を願います。

（菊池

　

琴乃）

　

＜総会資料５～２２ページ及び追加配付資料説明＞

　　　　　　

利用権設定等促進事業

　　　　　

１２件

　　　　　　　

農地中間管理機構特例事業

　　　

５件

　　　　　　

農 地 中間 管 理 事 業

　　　　　　　　

５件

　　　　　　

農地中間管理事業 （配分計画）

　

１件

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明が終わりました。 ここで議事参与について発
表いたします。 議案第１号中に議事参与該当案件がありますことから、 議

案を分割して質疑、 採決を行います。

　

利用権設定等促進事業の申請番号６－２について、 ３番秋本委員が議事

参与に該当いたします。 つきましては秋本委員は退室願います。
＜秋本委員

　

退室＞

（荒井

　

一夫）

　

これより質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。



　　　　　

利用権設定等促進事業の申請番号６－２について、 原案のとおり決定す

　　　　

ることに賛成の方は、 起立願います。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。
本件については原案のとおり決定することといたします。
審議終了により３番秋本委員の入室を認めます。

く秋本委員

　

入室＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

続きまして、 議案第１号の未審議案件及び議案第７号につ

いての質疑を行います。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 順次採決いたします。

　　　　　

議案第１号の未審議案件について、 原案のとおり決定することに賛成の

　　　　

方は、 起立願います。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　　　　　

議案第１号については原案のとおり決定することといたします。

　　　　　

続きまして、 議案第７号について原案のとおり承認することに賛成の方

　　　　

は、 起立願います。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　　　　　

議案第７号については、 原案のとおり承認することといたします。

　　　　　

次に議案第２号 「農地法第３条の規定による許可申請について」 を上程

　　　　

いたします。 申請件数は５件です。 はじめに事務局から説明を願います。
事務局

　

（松本

　

武久）

　

＜総会資料説明２３～２４ページ＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 助川委員。
現地調査担当委員 （助川

　

悦夫）

　

ただ今の農地法第３条の規定による許可申請５件

　　　　

について、地元推進委員及び事務局からの報告により調査、検討した結果、

　　　　

許可することに問題無いと思われます。 以上ご報告いたします。
議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　　　　　

本議案について、 原案のとおり許可することに賛成の方は、 起立願いま

　　　　

す。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。



　　　　　

議案第２号は原案のとおり許可することといた します。

　　　　　

次に議案第３号 「農地法第４条の規定による許可申請について」 を上程

　　　　

いたします。 申請件数は２件です。 はじめに事務局から説明を願います。
事務局

　

（松本

　

武久）

　

＜総会資料２５ページ、 別冊資料説明＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 助川委員。
現地調査担当委員 （助川

　

悦夫）

　

調査結果についてご報告いたします。

　　　　　

去 る ６月 １６日、 事務局とともに現地調査班第３班が現地調査を行いま

　　　　

したので、 代表いたしましてその調査結果をご報告いたします。

　　　　　

申請番号２番及び３番につきましては、 ００地内の畜舎、 農家レス トラ

　　　　

ン及び道路の転用申請です。 現地は、 平成１７年に用途区分変更済みとな

　　　　

っているほか、 周辺農地も一応は管理されています。 許可はやむを得ない

　　　　

という報告にしたいと思います。 よろしくお願いします。
議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

　　　　

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。

　　　　

＜木村委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

木村委員。

木村

　

光一委員

　

本件について、 事前に地元の農業委員で会議を持ちました。 先ほど

　　　　

の総会前の説明会で本件関係者から説明がありましたが、 本申請人となる

　　　　

会社は、 その組織が設立当初から大きく揺れ動きました。 既存のレストラ

　　　　

ンも営業していることから許可を出さざるを得ない状況かもしれないが、

　　　　

現状の会社組織について、 例えば前の代表者の方がこちらに来ていなかっ

　　　　

たことや地元の人の関わり状況などをもう少し精査し、 調査したほうがい

　　　　

い、 時間をとってから採択 したほうがいいのではないかというのが地元の

　　　　

委員の意見でありましたので、 代表して申し上げます。 他の委員さんはそ

　　　　

れぞれの立場で意見を出して結構かと思います。 ただ、 地元の人からはど

　　　　

うなっているのかという声があることからもう少し調査する時間が必要だ

　　　　

と 思 いま す。

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

もう少し状況を見てからというようなご意見ということと

　　　　

思います。 皆さんは現況どのように感じているのか、 ご意見をお聞かせい

　　　　

ただければと思いますがいかがですか。 このようなに議案と して出ている

　　　　

案件ですので、 採決はいたします。

　　　　

＜秋本委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

秋本委員。

秋本

　

則夫委員

　

先ほどの説明を聞いて、 農業法人としてもまだ見えない部分がある

ので、 判断するのはまだ早いと思いました。
議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

その他にご意見ございますか。

４



＜郡司委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

郡司委員。

郡司

　

裕一委員

　

確認したいのですが、 本件を保留というか、 延期というか、 という

ことはできないのでしょうか。

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

内容が直接的に関係ある部分と法人としての内容がよくわ

　　　　

からないという部分ということでこの案件を先延ばしにするのはちょっと

　　　　

違うと思います。 本件は前所有者の時になされていなかった手続きについ

　　　　

てどのような判断をするのかという審議であります。 ですから、 現申請者

　　　　

の現状がよく見えてこないなどの理由だから除くというように考えるのか、

　　　　

そうでないのかというのは個々の考えでありますが、 本来からすれば、 私

　　　　

は出ている案件、 しかもしっかり調査 しており、 問題ないという方向が見

　　　　

えて解決すべきということで判断すれば、 この場で採決 していくというこ

　　　　

と で あり ま す。

　　　　

＜木村委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

木村委員。

木村

　

光一委員

　

申請者の組織そのものが問題であると捉えるべき。 農業法人として

　　　　

しっかりやれるかが最大の問題点。

　　　　

＜事務局挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局どうぞ。
事務局

　

（松本

　

武久）

　

事務局から補足させていただきたいと思います。 おそらく

　　　　

木村委員が指摘されている部分は、 農地法の許可基準である一般基準とい

　　　　　

うところで、 申請者に転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認

　　　　

められないというところが引っ掛かっているのではないかと思っておりま

　　　　

す。 ここについては、 すでに転用行為が終わっているというところはあり

　　　　

ますが、 転用行為そのものに必要な資力、 信用というところなので、 本件

　　　　

では難しいのかなと考えております。 また、 総会前の説明会で話がありま

　　　　

した、 △△氏が計画している新しい厩舎については８月総会に提出が予定

　　　　　

されています。 提出が予定されている案件については、 資力、 信用の点で

　　　　

判断が入るのではと考えております。 以上、 補足説明とさせていただきま

　　　　

す。

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局の補足説明を踏まえながら、 ただ、 私の中でもどこ

　　　　

か法人的な部分で疑念があるのですが、 そのことも含めて、 もう少し皆さ

　　　　

んの意見をお聞かせいただければと思います。 いかがで しょうか。

　　　　

＜越沼委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

越沼委員。

越沼

　

良委員

　

事務局に確認したいのですが、農地所有適格法人の報告書提出であっ

　　　　

たり、 その欠格期間がなかったかについてはどのような状況でしょうか。



議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局お願いします。
事務局

　

（金山

　

和弘）

　

昨年度、 ３月末決算で６月末までに報告書の提出がありま

　　　　

した。 その報告書の判断ですが、 特段問題であったということはなかった

　　　　

ようです。 今年度はまだ出てきておりませんので、 提出された後に精査す

　　　　

る こ と に な り ま す。

越沼

　

良委員

　

そういった欠格期間が認められないのであれば、 出された案件に対し

　　　　

てどうかという部分だけを見れば、個人的には問題ないのかなと考えます。

　　　　

＜木村委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

木村委員。
木村

　

光一委員

　

事務局にお聞きしたいのですが、 法人代表は当初から代わってもそ

　　　　

れが継承されていると考えるが、 その事務手続きはきちんとされているの

　　　　

　　

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局で少し時間かけて協議しても結構です。
＜協議中＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

これは事務局内部でよく検討してもらうこととして、 この

　　　　

案件に対する考え方としては、 内容が少し不完全だということなので、 こ

　　　　

のことについてこれから我々が しっかり日を光らせて、 事務局を通 して申

　　　　

請者に助言したり、 あるいはそれなりのものを出していただくという方向

　　　　

性を持ちながら、 とりあえず審議に戻すということで皆さんよろしいでし

　　　　

ょうか。 ご意見ございますか。

　　　　

＜ 意 見 な し＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

よろしいですか。 それでは、 そのほかご意見なければ採決

いた します。

＜木村委員挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

木村委員。

木村

　

光一委員

　

一時休憩をとって、 先ほどの事務局の回答はいかがですか。
議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

休憩をとる前に、 それなりに皆さんのご意見があったこと

から、 木村委員からの休憩要求については皆さんいかがでしょうか。
＜委員から挙手なし、 事務局挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

はい、 事務局。

事務局

　

（松本

　

武久）

　

先ほどのご質問に回答いたします。 まず、 最初に００がお

　　　　

持ちになっていたが、 一度××の個人名義に代わられています。 その後、

　　　　

□□に所有権が移転されて、 現在に至っている。 □□の組織構成員、 役員

　　　　

の変更は年１回の報告で変えることになっているので、 変更の度に報告は

　　　　

受 けて お り ま せ ん。

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

役員の変更は年１回報告があればよいということでありま

す。 他にご意見はありますか。

６



＜挙手なし＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

それでは、 先ほどの木村委員のご意見についても、 もう少

　　　　　

し我々農業委員として しっかりと内容を確認していくこととすることで、

　　　　

今回はそのようなことも踏まえた上で採決をしたいと思いますが、 よろし

　　　　

い で しょ う か。

　　　　

＜ 意 見 な し＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

それでは、 審議の流れはすべて終わりましたが、 質疑はま

　　　　

だまだあるのではないかと思いますが、 時間の関係もございます。 今後、

　　　　

内容をしっかり確認 していくことと して採決 して進めたいと思います。

　　　　　

議案第３号について、 申請番号２番については許可相当と し、 栃木県農

　　　　

業会議に意見を求めることとし、 ３番については原案のとおり許可するこ

　　　　

とに賛成の方は、 起立願います。

　　　　

＜起立多数＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

賛成多数と認めます。

　　　　　

議案第３号は申請番号２番について許可相当とし、 栃木県農業会議に意

　　　　

見を求めることと し、 ３番について原案のとおり許可することといた しま

　　　　

す。

　　　　　

次に議案第４号 「農地法第５条許可後の事業計画変更申請について」 及

　　　　

び議案第５号 「農地法第５条の規定による許可申請について」 を一括上程

　　　　

いたします。申請件数は計６件です。はじめに事務局から説明を願います。
事務局

　

（菊池

　

康弘）

　

＜総会資料２６～２８ページ、 別冊資料説明＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 助川委員。
現地調査担当委員 （助川

　

悦夫）

　

調査結果についてご報告いたします。

　　　　　

議案第４号の申請番号３番及び議案第５号の申請番号１７番の黒羽向町

　　　　

地内の案件につきましては、 周囲を住宅地に囲まれた農地における一般住

　　　　

宅建築の申請です。 現地は、 住宅に挟まれた一画地で、 南面は農地が隣接

　　　　

しています。 進入路等も確保されており、 許可することに問題はないもの

　　　　

と思われます。

　　　　　

富池地内の申請番号１５ですが、 既存の事業所に隣接した農地における

　　　　

事務所および車庫の申請です。 周辺農地への影響はないと判断できますの

　　　　

で、 許可することに問題はないものと思われます。

　　　　　

小滝地内の申請番号１６ですが、 分家住宅建築のための申請です。 周辺

　　　　

農地への影響はないと思われますので、 許可することに問題はないものと

　　　　

思 わ れま す。

　　　　　

美原３丁日地内の申請番号１８ですが、 既存の分譲地や集合住宅地に囲

　　　　

まれた農地における宅地分譲の申請です。 周辺農地への影響はないと判断

　　　　　　　　　

７



議

　

長

議

　

長

議

　

長

議

　

長

事務局

議

　

長

することができることから、許可することに問題はないものと思われます。

　

薄葉地内の申請番号１９ですが、 現地は住宅街に介在する農地であり、
一般住宅建築のための申請です。 周辺農地への影響はないと判断すること

ができることから、 許可することに問題はないものと思われます。 以上で

す。

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 順次、 採決いたします。

　

議案第４号について、 原案のとおり許可することに賛成の方は、 起立願

います。

＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第４号は原案のとおり許可することといたします。

　

続きまして議案第５号について、 申請番号１８番以外の４件については

原案のとおり許可することとし、 申請番号１８番については許可相当とし

て、 栃木県農業会議に意見を求めることに賛成の方は、 起立願います。
＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第５号は申請番号１８番以外の４件については原案のとおり許可す

ることとし、 申請番号１８番については許可相当として、 栃木県農業会議

に意見を求めることといたします。

　

次に議案第６号 「非農地証明願について」 を上程いたします。 申請件数

は４件です。 はじめに事務局から説明を願います。
（金山

　

和弘）

　

＜総会資料２９ページ、 別冊資料説明＞

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 助川委員。
現地調査担当委員 （助川

　

悦夫）

　

調査結果についてご報告いたします。
湯津上地内の申請番号９ですが、 現地は土地改良事業に伴って、 昭和初

期ごろから水路として利用されてきており、 それ以降、 農地として利用し

ておりません。 証明することに支障は無いと思われます。
親園地内の申請番号１０ですが、 自宅の敷地の一部となっており、 農地

に復元することは難しい状態です。 証明することに支障は無いと思われま

す。

　

小滝地内の申請番号１１ですが、 住宅への進入路、 また納屋等の既存建

物の敷地の一部となっており

　

復元することは難しい状態です。 証明する

ことに支障は無いと思われます。



　　　　　

北金丸地内の申請番号１２ですが、 納屋が住宅と一体利用している敷地

　　　　

の一部となっており、 復元することは難 しい状態です。 証明することに支

　　　　

障は無いと思われます。 以上ご報告いたします。
議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　　　　　

本議案について、 原案のとおり証明することに賛成の方は、 起立願いま

　　　　

す。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　　　　　

議案第６号は原案のとおり証明することといたします。

　　　　　

本日予定されま した議事の審議は、 すべて終了いたしま した。

　　　　　

次にその他に入ります。 議事案件以外に委員の皆様からご意見、 ご質問

　　　　

等ありま したらお願い します。

　　　　

＜農地付き空き家について＞

　　　　

＜農地班、 農政班報告＞

　　　　

＜総会前の説明会実施について＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

皆さまから特にないようなので、 以上で第２４回農業委員
会総会を閉会いたします。

閉会の宣言

午後３時５６分

　

閉会

９


